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三重弁護士協同組合
青年部会

小林 大輝 氏

　皆様はじめまして。尾鷲で弁護士をしておりま
す小林大輝と申します。

　尾鷲市を含む三重県の南部はいわゆる弁護士過疎地域
でありまして、日頃から民事、家事、商事、刑事など幅
広くご相談やご依頼を頂くことがございます。
　さて、そこで、今回は、このようなすべての事件に共通
するお話として、弁護士の倫理（弁護士に課されている
義務）について少しご紹介させていただければと思います。

　弁護士は、依頼を受けた依頼者のために法律
事務を行います。

　その関係で、弁護士には、依頼者本人の正当な権利や
利益を誠実に擁護しなければならない義務があります。
　このことを「誠実義務」といいます。
　そうすると、このような誠実義務を負っている弁護士は、
仮に、依頼者から真実に反する主張をしてほしいと頼ま
れた場合、依頼者のために、真実に反する主張をするこ
とも許されていると思われる方もいらっしゃるかもしれま
せん。
　しかし、そうではありません。
　この点について、以下いくつかの具体例を挙げてご説
明させていただきます。

　例えば、民事の話で、依頼者から「不倫の慰
謝料を請求されています。実は不倫をしているの

ですが、証拠はないはずです。ですので、不倫をしていな
いということで話を進めてください。」と言われた場合はど
うでしょうか。
　この場合、依頼者のためにと考えれば、不倫をしてい
ないと真実に反する主張をしてもよさそうにも思えます。
　しかし、弁護士には、誠実義務があると同時に、真実
を尊重する義務というものもあります。
　これは「真実義務」といわれます。
　そして、この真実義務というのは、積極的に真実を明
らかにする義務（積極的真実義務）というわけではなく、
真実に反すると分かっていながら真実に反する主張をする
ことを禁止する消極的な義務（消極的真実義務）になり
ます。
　そうすると、先ほどの件の弁護士としての対応として、

不倫をしていないと積極的に真実に反する主張をするこ
とは「真実義務」に違反し許されないことになります。
　一方で、積極的に真実を明らかにする義務まではない
ので、相手方が主張していない真実（例えば、他にも不
倫をしているなど）まで明らかにする必要はなく、むしろ
依頼者の不利益になる場合は、「誠実義務」に違反する
ことになります。
　つまり、弁護士はこれらのバランスをとりながら依頼者
の「正当な」権利や利益を実現するように努めなければ
ならないということになります。

　次に、刑事の話になりますが、①被告人が法廷
で無罪主張をしながら、弁護人に対しては有罪

を告白したような場合や、逆に②真実は真犯人が他に存
在するが、被告人が身代わりとして犯人であると認めて
しまっている場合、弁護人は、どうすべきでしょうか。
　①の場合、弁護人が有罪主張することは、「誠実義務」
に反し、無罪主張をすることは、「真実義務」に反する
ように思えます。
　また、②の場合、弁護人が有罪主張することは、「真実
義務」に反し、無罪主張することは、「誠実義務」に反
するように思えます。
　いずれの場合も、まず言えることは、弁護人が被告人
に無断で、実は有罪であることや実は真犯人がいること
を開示してしまうことは、守秘義務という別の義務違反
ともなり、許されません。
　そして、いずれの場合においても、弁護人としては、
真実に反する主張をすることによる不利益を被告人に十
分に説明（特に②については、有罪判決を受けることは
もちろん、犯人隠匿罪にもなることなど）することにはな
ると思います。
　それでも被告人が真実に反する主張をしたいというこ
とであれば、それぞれの事案によってどのように対応する
か判断が分かれることになると考えられます。正解がなく、
非常に難しい問題です。

　やや理屈じみた話になってしまいましたが、弁
護士は、このような倫理を常に意識しつつ、少し

でも依頼者のお力になりたいと考えております。

各種講演及びセミナー講師の派遣など承ります。三重弁護士協同組合 青年部会 TEL：059-228-8898
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制度改正等の課題解決環境整備事業・講習会を開催
　11月８日、津市で組合の役職員及び組合員を対象に、制度改正等の課題解決環境整備事
業・講習会を開催し、オンライン配信も行いました。
　「働き方改革関連法等に伴う就業規則の見直しのポイントについて」をテーマに社会保険労
務士事務所フェイルノート 代表・特定社会保険労務士 國安院ゆみ氏と、「省エネ対策と経費
削減について」をテーマに一般社団法人シーエコム 代表理事 出口巳幸氏からそれぞれ説明
がありました。
　國安院氏は、働き方改革関連法案と就業規則改定のポイントについて、事例等を紹介しなが
ら解説し、労働トラブルは事前防止が重要であり、事案が発生してから対応するのではなく、制

度改正に伴い速やかな対応に努めてもらいたい旨説明がありました。
　出口氏は、様々な要因から電気料金が高騰を続ける中、運用改善や各種支援制度を活用した設備等のリニューアルによる省
エネについての事例を基に解説があり、電気料金への抜本的な対策と環境への配慮について説明がありました。

業種別・テーマ別研修会を開催
　11月28日、津市及びオンライン配信にて、業種別・テーマ別研修会を開催しました。「電子帳簿保存法について」をテーマに
前川定之税理士事務所 所長 前川定之氏と、「法人登記のオンライン申請について」をテーマに石川司法書士事務所 代表 石川
秀策氏からそれぞれ講演いただき、会場参加12名、オンライン参加48名が参加しました。
　前川氏からは、令和４年１月１日から施行されている電子帳簿保存法の改正について、
対象となる取引や宥恕期間、事業者に求められるタイムスタンプや事務処理規程策定等
の対応について詳細に説明があり、石川氏からは、令和３年２月１５日からはじまったオ
ンライン登記申請の簡易化について、申請の流れと必要な手続きについて説明がありま
した。

外国人技能実習制度適正化事業・第２回適正化講習会を開催
　12月８日に、津市で令和４年度外国人技能実習制度適正化事業・第２回適正
化講習会を開催し、オンライン配信も行いました。
　「最近の外国人技能実習制度を巡る問題とその適正化について」をテーマに外国
人技能実習機構 名古屋事務所 指導課 課長補佐 山田孝英氏と、「外国人技能実習
生に関わる労働問題とその改善について」をテーマに三重労働局労働基準部 監督
課 地方労働基準監察監督官 田中章太氏からそれぞれ講演いただき、会場12名、
オンライン24名が参加しました。

　山田氏からは、改めて本制度の趣旨、技能実習生の立場に係る考え方や受け入れ後の留意点、最近の実地検査で聞く本
制度を取り巻く環境の変化について説明がありました。
　田中氏からは、近年の実習実施者に対する監督指導や送検等の状況、労働関係法令遵守の再認識について説明がありました。
　参加者は、適正な技能実習生の受入れに向けて真剣に受講されていました。

ー 栄えあるご受章おめでとうございます ー

産業功労者表彰式

♦秋の叙勲・褒章
●旭日中綬章　竹林　武一　三重県自動車整備商工組合　　　理事長
●旭日小綬章　山野　　稔　三重県建設業協同組合　　　　　理事
　　　　　　　山本　忠之　三重県テントシート工業組合　　元理事長
●旭日双光章　中川　進治　三重県桑員トラック事業協同組合　理事長
●瑞宝中綬章　植田　　隆　三重県信用保証協会　　　　　　前会長
●瑞宝小綬章　真伏　秀樹　(公財)三重県産業支援センター　 元理事長
●瑞宝双光章　吉村　哲夫　津市水道指定事業者協同組合　　前理事長
♦第38回産業功労者表彰

宮木　康光　　協同組合津卸商業センター　理事長
坂田　　巧　　伊勢料理納入協同組合　　　監　事

　令和4年秋の叙勲・褒章、第38回産業功労者表彰等について、当中央会関係者では、次の方々が受章されました。（順不同・敬称略）


